
美しい農村再生支援事業 [新規]
【１，０００（－）百万円】

対策のポイント
農村の棚田や疏水等の有する美しい景観や伝統等の総合的な価値を農村の

付加価値として新たに蘇らせ、農業・農村の活性化を図る取組を支援します。

＜背景／課題＞
・地域に受け継がれてきた棚田、疏水等は、日本社会の形成過程や伝統文化、経験に裏

打ちされた持続可能な資源管理の方法などを今に伝えるとともに、農村の総合的な価
値を構成しています。

・しかしながら、農村地域では、過疎化・高齢化が急速に進行しており、このような価
値がますます希少化するとともに、その保全・継承が困難化しています。

・農村の景観、伝統等の価値の現代的な意義を評価し、現代及び将来の日本社会に提供
する農村の付加価値として再生するとともに、継続的に活用して農業・農村の活性化
を図るため、関係省庁とも連携し、美しく伝統ある農村を次世代に継承する取組を支
援する必要があります。

政策目標
年間60地域で、農村の総合的な価値の再生・継承に向けた取組を実施（平

成26年度～29年度）

＜主な内容＞
日本の棚田百選、疏水百選のうち法律に基づく景観保全等に取り組む地区や国際機関が

認定した世界農業遺産を対象に以下の支援を行います。

１．農村の価値の向上・継承（ソフト） ４００（－）百万円
農村の有する景観や伝統等に着目し、地域住民を巻き込みながら、農村の総合的

な価値を向上・継承するための活動計画づくり・体制整備等に向けた取組や、地域
産品のブランド化等の地域活性化の取組の立ち上げに対して支援します。

補助率：定額
事業実施主体：市町村等

２．残したい農村資源の保全・復元（ハード） ６００（－）百万円
体制整備や活動立ち上げ等のソフト活動に合わせて必要となる棚田や疏水等の農

村資源の整備を支援します。

補助率：１／２等
事業実施主体：市町村等

［お問い合わせ先：農村振興局中山間地域振興課 （０３－３５０１－８３５９）］

［平成26年度予算の概要］
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農村の歴史的景観や伝統等を活用した農業・農村の活性化

美しい農村再生支援事業（新規）

○ 過疎化・高齢化により、集落の活力低下。
○ 潜在力はあるが十分に活用されていない農業資源が存在し、年々老朽化が進行。
○ 農村の歴史的景観や伝統等に対する都市住民のニーズの高まり。
○ 農業資源の魅力の再構築と地域活性化の機運の高まり。

現状とニーズ

美しい農村を再生する取組の必要性

平成26年度予算額【１，０００（－）百万円】

支援内容

○ 地域住民や、都
市のボランティア等
が参加した体制づく
り、計画づくり

（ソフト）

○ 体制整備や活動
立ち上げに付随的
に必要となる農業資
源の整備

（ハード）

○ 地域活性化の
取組の立ち上げ

（ソフト）
※ 特徴的な農
村資源を活用
した地域の魅
力向上 等

新たな取組の計画づくり 住民参加による農業資源の整備 地域産品のブランド化

（棚田米）

１．農村の価値の向上・継承 （ソフト： ４００百万円、補助率 定額）
２．残したい農村資源の保全・復元 （ハード： ６００百万円、補助率 １／２等）

※ ソフト事業のみの実施が可能
対象： ・ 日本の棚田百選、疏水百選のうち法律に基づく景観保全等に取り組む地区

・ 国際機関が認定した世界農業遺産
事業実施主体： 市町村等

アウトプット（期待する効果）

都市住民が参加する
田植え・収穫祭

花祭りの開催 観光客訪問 外国人訪問 地域産品の
販売促進
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小水力等再生可能エネルギー導入推進事業
【９３４（１，０１０）百万円】

（25年度補正予算 １００百万円）

対策のポイント
農業水利施設の適正な維持管理を確保するため、用水路の落差等を活用し

た小水力等発電の導入を促進します。

＜背景／課題＞
・農業水利施設は、食料供給の基盤であるのみならず、地域排水等に寄与していますが、

電気料金の値上げや施設の老朽化等による維持管理費の増大により、施設の適正な管
理が困難となっています。

・一方、用水路の落差等を活用した小水力等発電の導入により、自ら消費する電力の供
給や売電収入による施設の維持管理費の軽減が可能となります。

・このため、土地改良長期計画では、「農業水利施設を活用した小水力発電等の導入に
向けた計画作成を平成28年度までに約1,000地域で着手する」とされています。

・また、農業集落排水施設の老朽化や維持管理費の増加に対応するため、省エネ機器等
の活用による更新整備技術の確立が必要です。

政策目標
小水力等発電の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成を

平成28年度までに約1,000地域で着手する。

＜主な内容＞

１．小水力等発電の調査設計等への支援 ５７３（８７５）百万円
小水力等発電施設の整備に係る適地選定、概略設計、各種法令に基づく協議等の

取組への支援を行います。
補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

２．土地改良区等技術力向上支援［新規］ ２００（－）百万円
小水力等発電施設の導入に係る土地改良区等の技術力向上のための研修会や専門

技術者派遣による現地指導等の取組への支援を行います。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．省エネ型集落排水施設実証への支援 １６１（１３５）百万円
農業集落排水施設の老朽化や維持管理費の増加に対応するため、省エネ機器等の

活用による更新整備技術の実証の取組への支援を行います。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局農村整備官（０３－６７４４－２２０９）］

［平成26年度予算の概要］
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特殊自然災害対策施設緊急整備事業
【１００（１００）百万円】

（25年度補正予算 ６００百万円）

対策のポイント
火山の噴火により著しい被害を受けるおそれがある地域を対象として、降灰被害

に対応するための施設整備等を緊急的・集中的に実施します。

＜背景／課題＞

・我が国は国内に110の活火山を有する世界有数の火山国です。

・近年、桜島や新燃岳などの活動火山の急激な活発化に伴う降灰等により農作物等への

被害が増加しています。

・このため、火山の噴火に伴う農作物等への被害を防除・最小化するために必要な施設

整備等を緊急的・集中的に実施し、災害に強い農村づくりを推進します。

政策目標

降灰による農作物等への被害が発生するおそれのある農地の減少

＜主な内容＞

火山の噴火により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域を対象

として、被害を防除・最小化するために必要となる洗浄用機械施設等の整備に対する助成、

その他関連して行う基盤整備等に対する助成を行うことにより、災害に強い農村づくりを

推進します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：市町村又は農業者が組織する団体等

［お問い合わせ先：農村振興局防災課 （０３－３５０２－６４３０）］

［平成26年度予算の概要］
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耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
【（所要額）１，９４０（１，８９７）百万円】

（25年度補正予算との合計 ２，１４０百万円）

対策のポイント

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者や農地中間管

理機構等が行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行等の取組を支

援します。

＜背景／課題＞

・農地は食料の安定供給にとって不可欠な資源ですが、農業者の高齢化の進行等により

耕作放棄地が年々増加しています。

・こうした中で、我が国の食料供給力を強化していくためには、農地制度の適切な運用

を行うとともに、荒廃した耕作放棄地を再生利用する取組を地方公共団体、農業団体

等が一丸となって進めていく必要があります。

政策目標

農用地区域を中心として、荒廃した耕作放棄地を解消

（平成26年度において６千haの解消）

＜主な内容＞

１．耕作放棄地を再生利用する活動への支援

荒廃した耕作放棄地の再生作業（雑草・雑木の除去、土づくり等）や再生農地へ

の作物の導入、試験販売等の取組を支援します。併せて、中心経営体に集約化（面

的集積）する場合は、再生作業(定額)の助成単価を２割加算することとします。

また、農地中間管理機構が行う再生作業の取組についても支援します。

２．施設等の整備への支援

耕作放棄地の再生利用に必要な基盤整備（用排水施設の整備等）や農業用機械・

施設、貯蔵施設、農業体験施設等の整備を支援します。

３．附帯事業への支援

引き受け手と受け入れ地域のマッチング、農地利用調整等を支援します。

補助率：定額（再生作業５万円/10a等）、１/２以内等

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

［お問い合わせ先：農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２４４２）］

［平成26年度予算の概要］
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【交付金の流れ】

【事業メニュー】
① 耕作放棄地を再生利用する活動への支援

ア 再生作業（雑草・雑木の除去等）及び土づくり（肥料、有機質資材の投入等）

・定額支援【５万円/10a※】（重機を用いて行う場合等【１／２以内等】）

※ 再生作業に併せて中心経営体に集約化（面的集積）する場合、助成単価を２割加算

・土づくり（２年目に必要な場合のみ）【2.5万円/10a】

イ 営農定着（再生農地への作物の導入等）【2.5万円/10a】

ウ 経営展開（試験販売、実証ほ場の設置・運営等 ）【定額】

② 施設等の整備への支援
・基盤整備（用排水施設の整備等）、乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、

農業体験施設（市民農園等）、農業用機械・施設の整備【１／２以内等】

・小規模基盤整備【2.5万円/10a】

③ 附帯事業への支援【定額】
・広域利用調整：都道府県域を越えて行う農地利用調整活動への支援

・交付金執行事務：交付事務、地域における農地利用調整、普及啓発活動等への支援

◇戦略作物等を栽培する場合は、土地所有者による再生作業及び農用地区域外（市街化区域は

除く）における取組についても支援対象

１．事業概要 荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農地中間管
理機構、農業者組織、農業へ参入する法人等が行う再生作業や土づくり、作
付・加工・販売の試行、必要な施設の整備等の取組を総合的に支援します。

２．実施主体 耕作放棄地対策協議会（都道府県協議会・地域協議会）
（※地方公共団体、農業団体等により構成）

平成26年度 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の概要
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農家負担金軽減支援対策事業
【６,２５４（６,２５４）百万円】

対策のポイント

土地改良事業等の農家負担金の利子助成等を行うことにより、農家負担金

の軽減を図り、農地の利用集積等を促進します。

＜背景／課題＞

・農産物価格の低迷、農業者の高齢化等により、土地改良事業等の農家負担金の計画的

な償還が困難な地域が生じており、事業の円滑な推進の支障となっています。

・このため、地域の中心となる経営体への農地集積等に取り組む地域に対し農家負担金

の軽減対策を実施し、事業の円滑な推進を図ります。

政策目標

担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の８割となるよう農地集

積を推進

＜主な内容＞（下線部は拡充内容）

土地改良事業等の農家負担金の軽減を図るため、以下の事業等を実施します。

１．経営安定対策基盤整備緊急支援事業

地域の中心となる経営体に一定以上の農地の利用集積を達成できると見込まれる地

域に対し償還金の利子相当額を一定期間助成します（実施期間を平成32年度まで延長

するとともに、人・農地プランの取組と連携するため、助成対象として耕地利用率の

向上を図る地区を追加）。

２．災害被災地域土地改良負担金償還助成事業

土地改良区等に対して、災害により被災した農用地又は土地改良施設等の受益地に

係る償還金の利子相当額を助成します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－３５０２－６２７７）］

［平成26年度予算の概要］
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海外技術協力促進検討事業
【１６８（１３１）百万円】

対策のポイント
我が国の経済成長への貢献のため、農業インフラシステムの輸出や農業農

村開発協力をより戦略的・効果的に実施するための技術的な検討を行います。

＜背景／課題＞
・ODAをより戦略的・効果的に実施していくため、①官民連携、②南南協力、③紛争や

自然災害からの復興、④「インフラシステム輸出戦略」に位置づけられている農業イ
ンフラシステム海外展開、⑤NGOや地方公共団体との連携が求められている。

・農業農村開発協力においても、これらの視点に立った取組みを行っていく必要がある。

政策目標
本事業実施後５年間に採択される農業農村開発分野のプロジェクトについ

て、本事業の成果が活用される。 (毎年１件以上)

＜主な内容＞
１．官民連携技術協力促進検討調査・国際交流（継続）

農村の循環型水利用、持続的な地下水利用、灌漑施設維持管理のための自然エネ
ルギーの活用等について、技術導入可能性調査を行います。また、当該技術を案件
に繋げるための各国における基礎調査及び情報収集等を行います。

日本及びアジア各国における技術交流を実施します。

２．水田農業普及促進パートナーシップ検討調査（継続）
アジアモンスーン地域の先発途上国における、水田農業の水管理に係る既往の南

南協力についての評価・分析を行い、効率的な技術協力手法をとりまとめます。

３．農業農村復興等調査設計手法効率化検討調査（継続）
現地調査が困難な地域において、衛星画像等とローカル人材を活用した農業水利

施設整備・修復等の適地選定や計画立案・設計を可能とする手法を確立します。

４．農業インフラシステム海外展開促進調査（拡充）
我が国の民間企業が有する農業インフラの技術・管理ノウハウを海外に展開する

ために、アジア地域のターゲット国にモデル地区を設定し、日本のほ場整備等に係
る諸基準を各地域に適応した形に整備します。

５. 農民参加型水管理普及促進調査（継続）
開発途上国における農民参加型水管理活動の持続性・波及性を向上させるため

に、我が国の土地改良区との連携手法を確立します。

補助率：定額
委託先：民間団体等

お問い合わせ先：
１～３、５の事業 農村振興局設計課 （０３－３５９５－６３３９）
４の事業 農村振興局設計課 （０３－３５９５－６３３９）

大臣官房国際協力課 （０３－３５０２－５９１３）

［平成26年度予算の概要］
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諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対応に係る経費

【７，６３６（１６，３８３）百万円】

対策のポイント

諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門について、関係者間による対話を深め、

歩み寄りの途を探るとともに、開門することになった場合にも対応できるよ

う所要の予算を措置します。

＜背景／課題＞

・諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門について、平成22年12月の福岡高裁判決による「開門

義務」と、平成25年11月の長崎地裁の仮処分決定による「開門してはならない義務」と

いう２つの相反する義務が存在しています。

・このような事態を打開するためには、関係者間による対話を深め、歩み寄りの途を探っ

ていくことが不可欠です。

・関係者による話合いの結果を予断することはできませんが、開門することになった場合

にも対応できるよう所要の予算を措置する必要があります。

政策目標

関係者間による対話を深め、歩み寄りの途を探るとともに、開門

することになった場合にも対応できるようにする。

＜主な内容＞

１．対策工事

開門することとなった場合に防災・農業・漁業への影響が生じないよう、対策工事

の後年度負担分を措置します。

２．施設管理

開門することとなった場合の海水淡水化施設等の管理予算を措置します。

３．環境調査

有明海、諫早湾等の潮位・流速、水質等の調査を実施します。

事業実施主体：国

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－１７０９）］

［平成26年度予算の概要］
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